
令和８年度 ごみ収集車（プレス式）購入 仕様書 

 

 

第１．総   則 

１ この仕様書は、鳴門市がごみの収集に使用するごみ収集車（以下「車両」）の購入について

必要な事項を定めることを目的とする。 

２ 車両は道路運送車両法（昭和 26年法律第 185号）及び道路運送車両の保安基準（昭和 26年

運輸省令第 67号）に適合していること。 

３ 納入する車両については、傷、汚れ、その他外観を損ねるものであってはならない。 

４ 納入に際しては、発注者の検査を受けるものとする。 

５ 製造会社による不都合個所が発生した場合は、無償で取替又は修繕するものとする。 

 

第２．概   要 

１ 数    量    ２台（新車） 

２ 納    期    令和９年３月３１日 

３ 納 入 場 所        鳴門市クリーンセンター（鳴門市瀬戸町堂浦字浦代 105番地 17の 2） 

４ そ の 他    一切の諸経費含む。 

（自賠責保険・重量税・自動車リサイクル料は、別途支出） 

第３．車 両 仕 様 

１ 諸   元 

(1) 年     式   ２０２６年式以降 

(2) 動     力   ディーゼルエンジン 

(3) 車 体 形 状   じん芥車（プレス式） 

(4) ミ ッ シ ョ ン   マニュアルトランスミッション 

(5) 乗 車 定 員   ３人 

(6) 駆 動 方 式   ２輪駆動 

(7) 環 境 性 能   国土交通省が定める排出ガス規制に適合し、かつ自動車ＮＯｘ・

ＰＭ法に適合していること。 

(8) 燃 費 基 準   エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく２０２５年度燃

費基準を達成していること。 

(9) 最 大 積 載 量   ２０００㎏ 

(10) ホイルベース   ２４９０ｍｍクラス 

(11) 総 排 気 量   ２９９０ｃｃ以上 

(12) 最 大 出 力   １１０Ｋｗ（１５０ＰＳ）以上 

(13) 安 全 装 置   衝突回避支援、車線逸脱警報装置など、事故抑制につながる安全

装置を装備していること。 

２ 内   装 

(1) キャビン内にエアコンを装備していること。 

(2) パワーステアリングを装備していること。 

(3) パワーウィンドーを装備していること。（運転席及び助手席） 



(4) シートには、ビニールカバーを施すこと。 

(5) ラジオ（ＡＭ・ＦＭ）を装備していること。 

(6) 運手席及び助手席のサンバイザーに収納ポケットを装備していること。 

(7) 運転席及び助手席にエアバッグを装備すること。 

 ３ 外   装 

(1) タイヤは全輪ラジアルタイヤとする。 

(2) 後輪はダブルタイヤとする。 

(3) 助手席側のサイドミラーは、電動格納式とする。 

(4) 純正ルーフキャリアを装備していること。 

(5) ドアバイザーを左右装備すること。 

(6) 排気管は積込作業に支障の少ないよう配慮し、埃等を巻き上げない形状とすること。 

４ 架   装 

(1) メーカーは問わない。メーカー標準仕様であること。 

 ５ 塗 装 等 

(1) ボディーカラーは鳴門市指定色とする。（別途協議） 

(2) 記入文字・マーク及びイラスト等は別途協議とする。 

 ６ その他装備 

(1) キャビンが傾斜すること。（チルト機構があること。） 

(2) 鍵付きの燃料タンクキャップを装備すること。 

(3) 車載用消火器を取り付けること。（位置等は別途協議） 

(4) スコップの格納用金具を取り付けること。（位置等は別途協議） 

(5) カラーモニター式バックアイカメラを装備すること。 

(6) キャビン内にドライブレコーダーを装備すること。 

(7) 車体下部横に積載用かごを装備すること。 

 

第４．保    証 

１ 保証期間は、納車後１年間とすること。ただし、メーカー等において保証期間が定められ

ている場合は、いずれか長い方を保証期間とする。 

２ 納入後登録抹消されるまでの間、リコール等の情報は随時連絡すること。 

 

第５．そ の 他 

１ 仕様書で指定した装備品以外でも、使用に必要な付属品等は全て付けて納品すること。 

２ 納入する車両の登録に係る一切の手続きを行うものとする。 

３ 納品時完成車両の写真（正面、後部、両側面の計４枚）を提出すること。 

４ 車両に使用する全ての部品は新品であること。 

５ 本仕様書に記載のない事項及び変更が生じた場合は、双方で協議し決定すること。 


